
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ハラスメント相談から解決まで 

外部相談窓口 相談 

一人で悩まないで、まずは 

ご相談ください。相談員と 

一緒に考えましょう。 

相談者（児童生徒・家族） 担任・部門リーダー 

校    長 

相談 

スクールセクハラ 

相談窓口（教育局内） 

045-210-8041 

秦野警察署 

生活安全課 
（いじめ・ＤＶＤ・ストー

カー） 

0463-83-0110 

平塚児童相談所 
（虐待） 

0463-73-6888 

いじめ１１０番
（総合教育センター） 

0466-81-8111 
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ハラスメント相談員 

（部門リーダー、相談係：佐藤・村上） 

事例検討委員会に「内容・経緯」について 

報告し、検討を依頼します。 

お0002 

報
告
・
要
請 

指 

導 
ハラスメント防止対策委員会 

（不祥事防止会議） 

副校長・教頭・事務長 

相談係 

校長が要請する者 

・防止に関する調査・啓もう活動 

・施策の立案・実施 

・研修の企画・実施 

・その他、校長から諮問があった事項 

【事案検討委員会】 

  副校長・教頭・事務長   

担任・部門リーダー 

校長が要請する者 

 

・事案について、調査し事実確認をして校長に報告する。 

・被害の救済および環境改善のための措置を検討し、校長

に答申する。 

お0002 

報告・要請 

要請 

加害者（教職員） 加害者（児童生徒） 

報告・答申 
報告・心のケア 

被 害 者 

外部関係機関 

教育委員会 

児童相談所等 

報告 

 


